
　無形文化遺産の保護や継承には、国際的な協力が重要です。このため、２００９年（平成

２１年）１０月にフランスのパリで開催された第３５回ユネスコ総会で、日本政府はアジア太

平洋地域における無形文化遺産保護のための調査研究を行う拠点として、アジア太平洋

無形文化遺産研究センター（International Research Centre for Intangible Cultural Heritage 

in the Asia-Pacific Region　ＩＲＣＩ　）を日本に設置することを提案し、承認されました。その

後、ユネスコの賛助機関として２０１１年（平成２３年）１０月に堺市博物館内に開所して以

来、ＩＲＣＩは独立行政法人国立文化財機構の一組織として活動しています。

　

　ＩＲＣＩは、アジア太平洋地域における無形文化遺産の保護に関する調査研究の円滑化

と、研究者および研究機関との国際的協力を促進するため、主に以下の課題を中心に活

動をしています。

　○危機に瀕する無形文化遺産の保護に関する調査研究

　○無形文化遺産保護に関する調査研究のマッピング
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■ユネスコ カテゴリー２センター
「アジア太平洋無形文化遺産研究センター」は、
　どのような組織で、
　どのような活動をしているのですか？

開設記念式典

（２０１１年１０月３日）

開設記念シンポジウム

（２０１１年１０月４日）
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■どうして堺市に開設すること
　　　　　　　　　になったのですか？

 

 
 

　堺市は、２０００年

(平成１２年)ユネスコ

公式行事として、世界

７０カ国・地域が参加

した「西暦２０００年

世界民族芸能祭【ワッ

ショイ！２０００】」を

開催しました。民族音楽

・舞踊など無形文化遺

産の保護の重要性と文化

を通じた平和への貢献を

テーマとしたこの事業の

成果や国内外のネットワ

ークを継承するため無形

また、本市では、仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群の世界遺産登録をめざして

おり、有形の世界遺産と無形の文化遺産の総合的な保護体制を整え、人類の文化の多様性を

守るというユネスコ活動に賛同し、地方自治体としての国際協力を進め、国際的な文化交流

を推進したいという考えから、無形文

化遺産保護のための国際機関の日本、

さらには堺市への誘致を文化庁などに

対して働きかけてきました。 

 このような中、日本国政府は、セン

ターを独立行政法人国立文化財機構

の新たな機関として設置することを

決定し２００９年(平成２１年)１０月

の第３５回ユネスコ総会で日本設置を
提案し承認されました。これを受け
て堺市は市内開設を改めて要請。
２０１１(平成２３年)３月には、機
構と堺市との間で、センターの開設
に関する協定書が交わされ、堺市博
物館内での開設が決まったものです。

西暦2000年世界民族芸能祭 【ワッショイ！2000】

文化遺産の保護をテーマとする公演や、シンポジウム、調査研究などを行ってきました。

協定書を取り交わす竹山修身市長（向かって左）と
佐々木丞平独立行政法人国立文化財機構理事長（同右）




